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「ビジネスと人権」を意識した行動で、 

みんなにとって幸せを実感できる法人づくりを 

 

① そもそも「ビジネスと人権」って？ 

人権のつながりは、近年、急激に認識されるようになり、事業を展開していく上

でも、人権を尊重する企業のより強い行動が求められるようになってきています。

これは、２０１１年に国連が「ビジネスと人権に関する指導原則：国際連合「保護、

尊重及び救済」枠組実施のために」（以下、「指導原則」といいます。）を発出した

ことに始まります。指導原則は、国家の人権保護義務とともに、企業も人権を尊重

する主体であることを明示し、すべての企業に対し、人権を尊重する責任を果たす

ことを期待しています。 

 

そのような中、「ビジネスと人権」とは、「人権デューデリジェンス」を通じて企

業が人権尊重を確保し続けることを意味し、この「人権デューデリジェンス」とは、

企業活動が人権を侵害していないかを常に点検し、人権侵害に対して確実な救済策

を講じ、ステークホルダー（利害関係者）との対話を続ける取り組みのことを意味

しています。 

そもそも、すべての人々が生命と自由を確保し、幸福を追求する権利があって、

人間が人間らしく生きる権利があるとともに、生まれながらにその権利を持ってい

ます。企業は自社事業に関わるスタッフの人権を考慮すべきことはもちろん、取引

先のスタッフや地域住民、顧客、消費者など自社事業にかかわるすべての人の人権

を尊重しなければなりません。 

そこで、例えば、「ビジネスと人権」におけるスタッフの人権として、以下のよ

うなことが挙げられます。 

 

・ 結社の自由と団体交渉権 

・ 強制労働の禁止 

・ 児童労働の廃止 

・ 雇用と職業における差別の撤廃 

・ 安全で健康的な労働環境     など 

 

積極的な人権尊重への取り組みは、企業の評判の向上やビジネス機会の拡大、

優秀な労働力の安定的な確保による生産性の向上などをもたらし、企業の持続可

能な成長を促進します。一方で、人権尊重を怠ると、スタッフへの影響はもとよ

り、顧客や取引先との関係への悪影響、自社に対する信用の毀損、取引停止、場

合によっては、賠償責任を求められることもありえます。 
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どの会社（法人）にとっても、最も身近な人権のステークホルダーはスタッフ

であり、自社内だけでなく取引先でも、働く人の人権を尊重し、対話を重視する

姿勢を持つことが、結果として経営強化につながり、企業の競争力を高めること

になります。 

 

② 「ビジネスと人権」は「人を大切にする経営」そのもの 

こうしてみると、「ビジネスと人権」の考え方は、「人を大切にする経営」そのも

のであると考えます。 

企業に関係する人々の中でも、企業が最も大切・幸せにしなければならないのは、 

 

第一に、社員とその家族 

  第二に、社外社員（仕入先や協力企業）とその家族 

  第三に、現在顧客と未来顧客 

  第四に、地域住民とりわけ障がいをもつ方や高齢者等社会的弱者といわれる方 

  第五に、株主・支援機関・地域社会 

                               の５者です。 

     

その上で、人間最大の興味は『自分』です。 

 

そして、人間最大の欲求は・・・ 

 

☆重要な人だと認められ、感謝されること☆ 

 

ということは・・・。人間最大の欲求が重要な人だと認められ、感謝されるこ

とだとすれば、自分が人間の最大の欲求を満たすようにするのではなく、まわり

のみんなが、☆重要な人だと認められ、感謝されること☆を感じられるようにし

てあげればいい。 

 

人生に彩りをつけるためには、幸せを実感できることが必要です。 

 

幸せになるためには、次の４つが大切で、この４つは働くことによって得るこ

とができます。 

『人に愛されること』 

『人にほめられること』 

『人の役に立つこと』 

『人から必要とされること』 

 

当法人は、きっと、この４つのことを、当法人に関係する全てのみなさんに実

感してもらえるようにするために存在しているのだと思います。 
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つまり、「ビジネスと人権」のつながりも「誰もが活躍でき、貢献できる居場所

づくり」だということもできそうです。  

 

当法人で実現できないはずはないと念じ続け、慢心せず、利他の心で、凡事を

徹底していきます。 

 

③ 「ビジネスと人権」を考慮した具体的な取り組み 

「ビジネスと人権」への取り組みが「人を大切にする経営」そのものであると認

識した上で、当法人が「ビジネスと人権」を意識した行動を実践するにあたり、国

連の指導原則で求められている企業行動にはどのようなものがあるのでしょうか。

指導原則では、次のような３つの取り組みを３本の柱としています。 

 

① 企業活動において人権を尊重する責任を、方針として公表する 

② 人権デゥーディリジェンス（事業活動における人権侵害のリスクを調査・

特定し、予防・軽減・是正のために対処すること）を実施する。 

③ 人権への負の影響が確認された場合、救済を提供、あるいは、救済の提供

に向け協力する。 

    

以上のように、「ビジネスと人権」の考え方を踏襲し、「人を大切にする経営」と

して実践するにあたり、具体的に次のように取り組みます。 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○人権方針の策定 

○人権デゥ―ディリジェンスの実践 


